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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】令和3年12月23日(2021.12.23)

【公開番号】特開2020-85956(P2020-85956A)
【公開日】令和2年6月4日(2020.6.4)
【年通号数】公開・登録公報2020-022
【出願番号】特願2018-215326(P2018-215326)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｂ  27/02     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ  25/00     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ  17/08     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ   5/30     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｂ   27/02     　　　Ｚ
   Ｇ０２Ｂ   25/00     　　　Ｚ
   Ｇ０２Ｂ   17/08     　　　Ｚ
   Ｇ０２Ｂ    5/30     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和3年11月10日(2021.11.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像表示素子と、該画像表示素子の矩形の画像表示領域からの光を観察者に導く接眼光
学系とを有する画像表示装置であって、
　前記接眼光学系は、偏光素子と、外周の一部に成形ゲート跡が設けられた光学素子とを
含み、
　前記接眼光学系の光軸に垂直な断面において、該光軸と前記成形ゲート跡に最も近い前
記画像表示領域の頂点とを結ぶ直線と、前記光軸と前記成形ゲート跡とを結ぶ直線とのな
す角をθＡとするとき、
　｜θＡ｜≦３０°
なる条件式を満足することを特徴とする画像表示装置。
【請求項２】
　画像表示素子と、該画像表示素子からの光を観察者に導く接眼光学系とを有する画像表
示装置であって、
　前記接眼光学系は、偏光素子と、外周の一部に成形ゲート跡が設けられた光学素子とを
含み、
　前記成形ゲート跡は、前記観察者が前記画像表示装置を装着した状態において、前記接
眼光学系の光軸に対して上側に設けられることを特徴とする画像表示装置。
【請求項３】
　前記接眼光学系の光軸に垂直な断面において、前記成形ゲート跡の断面積をＳ、前記成
形ゲート跡と前記光学素子の光学有効領域との最短距離をＬとするとき、
　１≦Ｌ／Ｓ１／２≦４
なる条件式を満足することを特徴とする請求項１又は２に記載の画像表示装置。
【請求項４】
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　前記光学素子は、光学有効領域と前記成形ゲート跡との間に位置する非光学有効領域を
含むことを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載の画像表示装置。
【請求項５】
　前記接眼光学系は、前記光学素子としての第１及び第２の光学素子を含み、
　前記第１の光学素子には前記成形ゲート跡としての第１の成形ゲート跡が設けられ、
　前記第２の光学素子には前記成形ゲート跡としての第２の成形ゲート跡が設けられ、
　前記接眼光学系の光軸に垂直な断面において、該光軸と前記第１の成形ゲート跡とを結
ぶ直線と、前記光軸と前記第２の成形ゲート跡とを結ぶ直線とのなす角をθＢとするとき
、
　６０°≦｜θＢ｜≦１２０°
なる条件式を満足することを特徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載の画像表示
装置。
【請求項６】
　前記画像表示素子としての右眼用の画像表示素子及び左眼用の画像表示素子と、前記接
眼光学系としての右眼用の接眼光学系及び左眼用の接眼光学系とを有し、
　前記右眼用の接眼光学系は、前記光学素子としての右眼用の光学素子を含み、
　前記左眼用の接眼光学系は、前記光学素子としての左眼用の光学素子を含み、
　前記右眼用の接眼光学系の光軸に垂直な断面において、前記右眼用の接眼光学系の光軸
と前記右眼用の光学素子の成形ゲート跡とを結ぶ直線と、前記左眼用の接眼光学系の光軸
と前記左眼用の光学素子の成形ゲート跡とを結ぶ直線とのなす角をφとするとき、
　｜φ｜≦３０°
なる条件式を満足することを特徴とする請求項１から５のいずれか一項に記載の画像表示
装置。
【請求項７】
　前記接眼光学系は、前記画像表示素子の側から前記観察者の側へ順に配置された、第１
のλ／４板、半透過反射面、第２のλ／４板、反射偏光板を含み、
　前記反射偏光板は、第１の直線偏光を反射し、かつ偏光方向が該第１の直線偏光と直交
する第２の直線偏光を透過させることを特徴とする請求項１から６のいずれか一項に記載
の画像表示装置。
【請求項８】
　前記第１のλ／４板の遅相軸と前記第１の直線偏光の偏光方向とのなす角が４５°であ
り、
　前記第２のλ／４板の遅相軸と前記第１の直線偏光の偏光方向とのなす角が－４５°で
あることを特徴とする請求項７に記載の画像表示装置。
【請求項９】
　前記接眼光学系は、前記画像表示素子と前記第１のλ／４板との間に配置され、前記第
１の直線偏光を透過させる第１の偏光板を含むことを特徴とする請求項７または８に記載
の画像表示装置。
【請求項１０】
　前記接眼光学系は、前記反射偏光板と前記観察者との間に配置され、前記第２の直線偏
光を透過させる第２の偏光板を含むことを特徴とする請求項７から９のいずれか一項に記
載の画像表示装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明は、画像表示素子と、該画像表示素子の矩形の画像
表示領域からの光を観察者に導く接眼光学系とを有する画像表示装置であって、前記接眼
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光学系は、偏光素子と、外周の一部に成形ゲート跡が設けられた光学素子とを含み、
　前記接眼光学系の光軸に垂直な断面において、該光軸と前記成形ゲート跡に最も近い前
記画像表示領域の頂点とを結ぶ直線と、前記光軸と前記成形ゲート跡とを結ぶ直線とのな
す角をθＡとするとき、
　｜θＡ｜≦３０°
なる条件式を満足することを特徴とする。
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